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第１章 基本的な考え方 

 

１．基本方針策定の背景 

  世 界 の 動 向 

２０世紀、２度にわたる世界大戦の悲惨な状況を体験した我々人類は、平和と人

権の尊さを学びました。世界平和を目的に創設された国際連合（国連）は、１９４８

年（昭和２３年）に、すべての人々とすべての国が達成すべき人権の基準を定めた

世界人権宣言を採択しました。その後国連は、世界人権宣言を実効あるものとす

るため、国際人権規約をはじめ、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、児童の権

利に関する条約などの多くの条約を採択するとともに、女性や障がい者などの重

要な課題ごとに国際年を設定し、各国が人権の尊重される社会の実現に取り組ん

できました。 

しかし、世界各国では紛争や内戦により、飢餓や難民問題など、人権を脅かす状

況が後を絶ちません。このような課題に対応するための人権教育を行うため、１９

８９年（平成元年）、個人やＮＧＯ（非政府組織）により「人権教育の１０年組織委員

会」が結成されました。 

１９９３年（平成５年）３月には、ユネスコが開催した「人権と民主主義のための教

育に関する国際会議」において、「人権と民主主義のための教育に関する世界行動

計画」が採択されました。また、同年６月、世界人権宣言採択４５周年を契機に、こ

れまでの人権活動の成果を検証し、現在直面している課題や今後進むべき方向を

協議することを目的として、国連がウィーンで開催した「世界人権会議」では、「人

権教育のための国連１０年」の設定や国連人権高等弁務官の設置が提唱されまし

た。 

このような経過を経て、１９９４年（平成６年）１２月の第４９回国連総会において、

１９９５年（平成７年）から２００４年（平成１６年）までの１０年間を、「人権教育のため

の国連１０年」とすることが決議されました。 

その決議文のなかで、人権教育を「社会のあらゆる階層にある人々が他者の尊

厳について学び、また、その尊厳をあらゆる社会で確立するための方法と手段に

ついて学ぶための、生涯にわたる総合的な過程」であるとし、その具体的プログラ

ムとして、「人権教育のための国連１０年に関する行動計画」が示されました。 

２００４年（平成１６年）「人権教育のための国連１０年」の終了を受け、第５９回国

連人権委員会にて、「人権教育のための世界計画」を提案する「人権教育の国連１０

年フォローアップ決議」が無投票で採択されました。また２００４年（平成１６年）１２
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月総会では「国連１０年」の取組として「人権教育のための世界計画」が採択されま

した。 

この世界計画においては、第１段階として、「初等中等教育における人権教育」が

２００７年（平成１９年）～２００８年（平成２０年）に取り込まれ、２０１０年（平成２２

年）からは第２段階として、「高等教育における人権教育及び教員、教育者、公務員、

法執行官、軍関係者への人権教育」に重点が置かれています。 

また、２００５年（平成１７年）９月の国連総会特別首脳会合で採択された成果文

書において、開発や安全保障と並んで人権が国連の重要分野の１つとして取り上

げられているように、国際社会では人権問題への対応・人権の主流化の重要性が

再確認されています。 

このような人権主流化の流れをうけ２００６年（平成１８年）３月には、経済社会理

事会の下部組織であったそれまでの人権委員会に替えて、国連が世界の人権問題

を効果的に対処するための人権理事会が設立されました。 

２０１５年（平成２７年）９月には国連で貧困対策から健康や福祉、教育や人権、環

境や産業など全ての分野を網羅し、全世界を対象とした２０３０年（令和１２年）まで

の持続可能な開発目標（SDGs）が採択されました。 

しかしながら、こうした国連や国際社会の努力にもかかわらず、いまだに世界各

地でテロや紛争、戦争（軍事侵攻）が起こり、戦禍や飢餓、難民の発生など、人権を

めぐる状況の悪化や差別の深刻化が見られ、解決しなければならない多くの問題

があります。 
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わ が 国 の 動 向 

わが国は、国際連合及び国際社会の一員として、今日までに女性の参政権に関

する条約をはじめ、国際人権規約や女子差別撤廃条約、児童の権利に関する条約、

人種差別撤廃条約などを批准してきました。 

また、日本国憲法でうたわれている国民の基本的人権の確立と擁護を図るため、

教育基本法、職業安定法、児童福祉法などの関係法令の整備がなされ、施策の推

進が図られてきました。 

わが国においては、さまざまな人権問題が存在しますが、とりわけ、わが国固有

の人権問題である同和問題については、１９６５年（昭和４０年）の「同和対策審議会

答申」において、その解決は国の責務であると同時に国民的課題であるとされまし

た。 

しかしながら、差別事象が後を絶たないなど、同和問題の解決は依然として重

要な課題となっています。 

さらに、私たちのまわりでは、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人などに対

する多くの人権侵害が起こっています。 

１９９６年（平成８年）５月、地域改善対策協議会から出された意見具申では、「国

際社会におけるわが国の果たすべき役割からすれば、まず足元というべき国内に

おいて、さまざまな人権問題を一日も早く解決するよう努力することは、国際的な

責務である」と述べています。また、同年１２月には、人権教育や人権擁護・救済に

関し、国の責務を明らかにした「人権擁護施策推進法」が制定されました。この法律

により、人権尊重のための教育・啓発ならびに人権侵害を受けた被害者の救済に

関する基本的事項を調査審議する「人権擁護推進審議会」が１９９７年（平成９年）３

月に設置され、政府から「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるため

の教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項」及び「人権が

侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」

の二つの事項が諮問されました。前者については１９９９年（平成１１年）に答申がな

され、これを受けて、２０００年（平成１２年）には「人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律」が施行され、これに基づく「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定

し、毎年国会にその成果を報告しています。また、「持続可能な開発のための教育

の１０年」についても、実施計画が２００６年（平成１８年）に策定されました。 

男女の人権が尊重され、男女共同による社会をめざすため、１９９９年（平成１１

年）には「男女共同参画社会基本法」が施行されました。 

虐待や暴力に関しては、２０００年（平成１２年）に「児童虐待の防止等に関する法

律（児童虐待防止法）」が、２００１年（平成１３年）に「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律（配偶者暴力防止法）」が制定されました。 
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この間、２００４年（平成１６年）には、犯罪の防止と犯罪被害者等の権利の尊重・

支援のための施策を推進するため「犯罪被害者等基本法」が制定されました。 

２００６年（平成１８年）には、障がいのある人への福祉サービスを一元化するた

めの「障害者自立支援法」、高齢者の尊厳を保持するための「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」、また、高齢

者・障がいのある人等が、自立して日常生活や社会生活を送れるための「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」、また、２０１２

年（平成２４年）１０月には、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対す

る保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより障がい者の権利

利益の擁護に資することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対

する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」がそれぞれ施行されました。 

２００９年（平成２１年）には、ハンセン病問題の解決の促進に関し必要な事項を

定めた「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（ハンセン病問題基本法）」が制

定されました。 

「人権教育のための国連１０年」の取組に関しては、１９９５年（平成７年）１２月に

内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連１０年推進本部」が設置され、

１９９７年（平成９年）７月には国内行動計画が策定されました。この計画では、人権

教育を進めるうえで、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、外国人などの重

要課題について、地方公共団体、民間団体などがこの問題の取組を展開するため

の具体的方向が提起されました。 

２０１６年（平成２８年）には、差別を解消することを目的に、３つの法律（いわゆる

差別解消３法）が施行されました。 

２０１６年４月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）」は、障がいを理由とする差別を解消するため、国・都道府県・

市町村や事業者などに対し、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提

供」を求めることで、障がいのある人もない人も安心して暮らせる社会の実現をめ

ざしたものです。 

同年 6月に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」は、特定の民族や国籍の人々

を排斥し、不安や差別意識を生じさせることになりかねない差別的言動（ヘイトス

ピーチ）をなくすことで、民族や国籍などの違いを超え、互いに人権を尊重しあう

社会を築くことをめざしたものです。 

同年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推

進法）」は、現在もなお部落差別が存在し、インターネット上への差別的な書き込み

など、部落差別に関する状況が変化している中、決して許されないものであるとの

認識のもとに、部落差別がない社会の実現をめざしたものです。 
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近年、企業による人権尊重の重要性については国際的な関心が高まっており、

国連人権理事会では「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持され、また、持続

可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に当たっては、人権の保護・促進が重要な要素と

位置付けられています。こうした背景の下、２０２０年（令和 2 年）10 月に、「『ビジ

ネスと人権』に関する行動計画（２０２０－２０２５）」が策定され、同計画では、今後

政府が取り組む各種施策や企業活動における人権デューディリジェンスの導入・促

進への期待が表明されています。 
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三 重 県 の 動 向 

三重県は、１９９０年（平成２年）３月に県議会において人権県宣言を決議しまし

た。１９９６年（平成８年）１１月、人権啓発などを推進するための拠点として、「三重

県人権センター」を開設するとともに、知事を本部長とする「三重県人権教育のた

めの国連１０年推進本部」を設置しました。１９９７年（平成９年）１０月には、「人権が

尊重される三重をつくる条例」を施行し、県の人権に関する重要施策などについて

審議する「三重県人権施策審議会」を設置しました。この審議会の意見をふまえ、１

９９９年（平成１１年）３月「三重県人権施策基本方針」と「人権教育のための国連１０

年三重県行動計画」が策定されました。その後の状況などを元に「三重県人権施策

基本方針第一次改定」が２００６年（平成１８年）３月に策定され、その行動計画とし

て、２００７年（平成１９年）には、「人権が尊重される三重をつくる行動プラン（第一

次）」が策定されました。 

１９９９年（平成１１年）に「三重県バリアフリーのまちづくり推進条例」、２００１年

（平成１３年）に「三重県男女共同参画推進条例」が施行され、２００２年（平成１４年）

に「三重県男女共同参画基本計画」が策定されました。 

２００９年（平成２１年）には、「三重県自殺対策行動計画」、 ２０１０年（平成２２

年）には、「人権教育ガイドライン」、「三重県教育ビジョン～子どもたちの輝く未来

づくりに向けて～」、２０１１年（平成２３年）には、「三重県子ども条例」がそれぞれ策

定されました。 

また、２０１８年（平成３０年）には、「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮ら

しやすい三重県づくり条例」が施行されました。 

このように人権をめぐる社会状況の変化や策定後の人権施策の成果と課題を

踏まえ各計画の改定やさまざまな取組を進めてきましたが、依然として、解消すべ

き差別が現存していることから、従前の「人権が尊重される三重をつくる条例」を

全部改正し２０２２年（令和 4 年）5 月に制定した「差別を解消し、人権が尊重され

る三重をつくる条例」に新たに規定された基本理念や紛争解決体制の整備等を踏

まえ、2024年（令和 6年）3月に「三重県人権施策基本方針第三次改定」及び「人

権が尊重される三重をつくる行動プラン（第五次）が策定されました。また、教育分

野では「三重県教育ビジョンー子どもたちが個性を輝かせ、望む未来を実現してい

くためにー」の策定及び「三重県人権教育基本方針」の改定が行われました。 
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２．基本方針改定の経緯 

 

  ２００６年（平成１８年）１月１０日、旧大台町と旧宮川村が合併し誕生した新大台

町では同年１２月の定例町議会において、すべての人々の人権を守り、明るく住み

よい社会を築くために「人権尊重の町宣言」が採択されました。これを受け、２００

７年（平成１９年）3 月の定例町議会において「大台町人権尊重のまちづくり条例」

が制定されました。その中で、「大台町人権施策審議会」を設置し、明るく住みよい

「人」にやさしい町の実現を図ることを目的とする人権施策を推進するため、その

基本となる「大台町人権施策基本方針」を策定しました。 

さらに、２００７年（平成１９年）６月には、第１次大台町総合計画前期基本計画【期

間：２００７年（平成１９年）～２０１１年（平成２３年）】を策定し、総合的・体系的かつ

計画的に事業を推進してきました。その後、第１次大台町総合計画に引き続き第２

次大台町総合計画においても正しい知識と理解を深め、いかなる差別も許さない

心を育てること、人権侵害をなくすためあらゆる機会を通じた啓発・広報活動の推

進、人権を考え認識できる機会を作ることを記述しています。 

その間、大台町人権施策基本方針は２０１５年（平成２７年）１月に第１次改定、２０

２０年（令和 2年）3月に第 2次改定を行いました。前回の改定から 5年が経過し

人権をめぐる社会情勢の変化や人権施策の成果と課題を踏まえ、この度、今日的

な課題を加えるなど見直しを行い、第 3次改定を策定しました。 

この基本方針は、女性、子ども、高齢者、障がい児、障がい者、同和問題、外国人

などさまざまな人権問題について、現状と課題を明らかにし、人権尊重の観点か

ら今後、町が取り組むべき方針を定めるものです。 
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３．基本方針の理念 

 

「大台町人権尊重のまちづくり条例」は、すべての国民に基本的人権の享有を保

障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念のもとに制定された「人権尊重の

町宣言」の趣旨にのっとり、明るく住みよい「人」にやさしい町の実現を図ることを

目的としています。凶悪犯罪の増加や、生命の大切さへの認識の希薄化等、変化す

る社会環境のなかで、この条例の目的とする社会を実現するために、人権問題に

関する教育や啓発活動など、さまざまな事業を推進することにより、人権問題を町

民一人ひとりが自分の課題としてとらえ、お互いの個性や人権を尊重する地域社

会をめざし、次のことを基本理念とします。 

 

（１） 町民一人ひとりの人権が尊重、擁護され、個性豊かに能力が発揮できる 

共生社会の実現 

 

（２） 「人権の世紀」と呼ぶにふさわしい公平で公正な地域社会の実現 

 

４．基本方針の性格 

 

「大台町人権施策基本方針」は、次の性格を持つものです。 

  

（１） 自然と人が調和した環境で、すべての人が尊重され、共に生き、共に助け

合い、個性が尊重される「人権社会」の構築をめざし、２１世紀を本町におけ

る「人権の世紀」とするために、人権教育・啓発の推進に関する基本的理念と

方針を示します。 

 

（２） 「大台町総合計画」、「大台町人権尊重のまちづくり条例」などさまざまな計

画や施策で人権尊重のまちづくりに総合的、体系的に取り組んでいきます。 

 

（３） この基本方針は、本町が推進する具体的な人権施策の方向を示したもの

です。民間団体や企業においても、この基本方針の趣旨に沿った自主的な取

組を期待するものです。また、町民一人ひとりが自らの課題として取り組ん

でいくことをめざすものです。 
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第２章 分野別施策の推進 

 

１．女性の人権について  

  現状と課題 

わが国においては、１９９８年（平成１０年）に「雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律」が改正され、１９９９年（平成１１年）６月には

「男女共同参画社会基本法」が成立しました。２０００年（平成12年）に「第1次男女

共同参画基本計画」が策定され、２０23 年（令和 5 年）12 月には、「第５次男女共

同参画基本計画」が策定されました。 

また、三重県においては、２００１年（平成１３年）に「三重県男女共同参画推進条

例」が施行されるとともに、２００２年（平成１４年）３月に「三重県男女共同参画基

本計画」が策定されました。２０２１年（令和 3 年）から２０３０年（令和１２年）を計画

期間とする「第3次三重県男女共同参画基本計画」では、新たに「ＳＤＧｓ（持続可能

な開発目標）」の考え方を取り入れ、「ジェンダー平等の実現」をはじめとする各ゴ

ールとの関連性を明らかにし、分野横断的に取り組んでいくとともに、ダイバーシ

ティの視点を踏まえ、一人ひとりが性別等に関わらず個性と能力を十分に発揮で

き、それぞれに多様な生き方が認められる社会を実現するため、総合的かつ計画

的に取組を推進しています。 

本町においても、２０１２年（平成２４年）３月に「大台町男女共同参画基本計画」

を策定し、２０１７年（平成２９年）３月には「第２次大台町男女共同参画基本計画」を

策定しました。この計画の一部は、引き続き「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する基本計画」に位置づけるとともに、新たに女性活躍推進法に基づ

く「市町村推進計画」として位置づけ策定し、各分野で計画に沿った施策に取り組

んでいます。 

こうした中で、女性の人権を尊重する意識も普及しつつあり、男女平等について

の重要性は着実に理解され、教育の推進などの取組が進められてきました。 

しかし、依然として、性別による固定的な役割分担意識や経済的な格差も残って

おり、また一方では、女性に対するセクシュアル・ハラスメントやＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）、ストーカー行為などの人権侵害も深刻な問題となっています。 

このような状況の中、女性への暴力に対して、女性の人権を擁護するための、

「ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法）」の改正や、ＤＶに対

しては、「配偶者暴力防止法」の改正等の法整備がなされてきました。 

さらに、女性をめぐる課題はＤＶ以外にも多様化、複合化しており、新たな女性
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支援の枠組みを構築するため「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」

が 2024年（令和 6年）4月に施行されました。 

男女間の不平等をなくし、男女共同参画社会を実現するためには、学校教育だ

けでなく社会教育においても学習の機会を設け、家庭・職場・地域社会で、それぞ

れの個性と能力が発揮できるような環境づくりを一層進めていくことが求められ

ています。 

 

   基 本 方 針 

さまざまな分野で男女の性による固定的な役割分担がなされてきましたが、こ

うした意識を払拭し、男女が同等の立場で、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、

活躍できる社会の実現をめざします。また、セクシュアル・ハラスメント、ＤＶ、スト

ーカー行為、性犯罪など、身体的、性的、心理的な女性に対するあらゆる暴力を根

絶し、女性の人権を擁護するための諸施策を推進します。 

長い期間にわたり固定化された観念を取り除くための啓発や、女性の人権問題

に対する正しい理解や認識を深めるための教育を充実するとともに、男女共同参

画の視点に立ってあらゆる分野において性別にかかわらず参画できる条件整備に

努めます。 

 

推  進 

（１）教 育 

① 保育園・学校教育 

    子どもたちが一人ひとりの個性や能力の違いを認め合いながら、お互い

を尊重し、お互いを大切にする心や態度をはぐくむため男女共生・男女平等

教育を充実させます。さらに、男女共同参画についても理解を深め、社会的

性差（ジェンダー）による固定的な役割分担にとらわれない意識の醸成に向

けた教育を推進します。 

② 社会教育 

    男女の固定化された役割分担などに対する意識改革を図るとともに、性

別にかかわらずその生き方を主体的に選択でき、充実した人生を送るため

に必要な学習機会の充実に積極的に取り組みます。また、女性の人権を侵

害し、男女共同参画社会の実現を阻害する、セクシュアル・ハラスメント、ＤＶ

等の防止に関する学習機会の充実にも積極的に取り組みます。 

（２）啓発・広報活動 

学校・家庭・職場・地域社会など、あらゆる場において男女平等、男女共同参 
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画を推進するための啓発・広報活動を推進します。 

（３）関係機関との連携 

    女性を人権侵害から守るため、女性相談支援センター（配偶者暴力相談支援

センター）、フレンテみえ（三重県男女共同参画センター）などの関係機関と連

携を図ります。 

（４）男女共同参画への環境整備 

さまざまな分野において女性の意見や考え方が一層反映されるよう、企業 

や民間団体などに対し、理解と協力を求めるとともに、行政や地域活動など 

に女性が参画しやすい環境づくりを推進します。 
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２．子どもの人権について 

現状と課題 

子どもの人権については、１９８９年（平成元年）の国連総会で子どもの人権や自

由を尊重し、子どもに対する保護と援助を進めることを目的とした「児童の権利に

関する条約」が採択され、わが国も１９９４年（平成６年）４月にこの条約を批准し、 

「児童虐待防止法」、「いじめ防止対策推進法」、「子どもの貧困対策の推進に関する

法律」などを踏まえ、子どもの人権問題の解決に積極的に取り組んでいます。 

また、２０２３年（令和 5年）4月に施行された「こども基本法」は、「全てのこども

が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成

長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁

護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指す」

こととしています。 

三重県においては、子どもを取り巻く環境が大きく変化している中、２０１１年

（平成23年）4月の「三重県子ども条例」の施行から 10年以上が経過し、いじめ、

不登校、児童虐待相談件数が過去最多となるほか、子どもの貧困、ヤングケアラー

といった課題も顕在化している状況を踏まえ、２０２４年（令和６年）度に「三重県子

ども条例」の改正と「三重県こども計画」の策定を行いました。 

本町では、２００５年（平成１７年）３月に「次世代育成支援行動地域計画前期計

画」を策定し、総合的・体系的かつ計画的に事業を推進してきました。 

２００６年（平成１８年）１１月には、要保護児童及びドメスティック・バイオレンス

（配偶者等暴力）の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関及び関係団体

が情報を共有し相互に連携するとともに、地域住民への意識啓発を行うことを目

的として「大台町要保護児童対策地域協議会」が設置されました。 

また、２０１５年（平成２７年）３月には「子ども・子育て支援新制度」の開始に合わ

せて「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、2020年（令和2年）３月には「第2

期大台町子ども・子育て支援事業計画」、2025年（令和７年）３月には「第３期大台

町子ども・子育て支援事業計画」の改定を行い、次代を担う子どもたちの権利と利

益が最大限に尊重され、子どもたちが健やかに生まれ育つまち、誰もが安心して

喜びと生きがいを持って子育てができるまちづくりに取り組んでいます。 

しかしながら、少子化の進行、都市化や核家族化の進展、夫婦共働き家庭やひと

り親家庭の増加、高度情報化の進展など、子どもがはぐくまれる家庭や地域環境

が大きく変化し、子育てをめぐる問題も複雑・多様化しています。また、インターネ

ットや携帯電話の急速な普及による有害情報の氾濫、ＳＮＳに起因する事件の発生、

児童買春・児童ポルノ等、児童の性の商品化など、子どもの人権が極めて侵害され
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やすい環境となってきています。また、ヤングケアラーの支援も重要となっていま

すが、その実態把握が難しく、支援策や相談体制はまだまだ不十分な状況です。 

さらに、児童虐待やいじめなど子どもの生命や身体の安全にかかわる事件が近

年頻発しています。児童虐待については、児童虐待の相談件数の増加など、子育て

に困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、母子

保健や子育て支援、教育支援との連携を一層強化し、妊娠期から就学期までの切

れ目のない支援体制の構築に取り組んでいます。 

一方いじめについては、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく

侵害し、心身の健全な成長や、人格形成への重大な影響をもたらします。 

２０１３年（平成２５年）には「いじめ防止対策推進法」が定められ、次代を担う子

どもが安全で安心な環境のなかで成育できるように、行政、保育園、学校、家庭、

地域社会が連携して子どもの人権を擁護する取組を進めています。 

児童虐待やいじめは重大な人権侵害です。その意識をもって取り組み、各関係

機関と連携し子どもの人権を守っていく必要があります。 

 

基 本 方 針 

すべての子どもが差別や権利の侵害を受けることなく、子どもの人権が尊重さ

れ保護されるよう、人権教育の大切さを啓発するとともに、保育園や学校、家庭、

地域社会が連携を図り、子どもの人権を尊重、保障する取組を推進します。 

 

推  進 

（１）就学前教育 

    人とのかかわりの中で、命を大切にする心、人に対する愛情と信頼感をはぐ

くむ教育の推進に努めるとともに、子どもを取り巻く生活環境や、保護者の思

い、願いを十分理解し、一人ひとりの人権を尊重した取組を推進します。 

（２）学校教育 

自らの権利と立場を自覚し、互いに認め合い、人権を尊重する心を育てると

ともに、「考え議論する道徳」に学校教育全体で取り組みます。体験活動等の機

会を設け、コミュニケーション能力の向上を図ります。また、いじめの未然防止

のための取組や、各校へのスクールカウンセラーの配置を積極的に推進しま

す。 

（３）社会教育 

地域社会の中で子どもたちの受け皿となるスポーツ少年団をはじめとする

団体等と連携を図り、子どもたちがさまざまな体験を通じて、自分自身の個性
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を育てる力やさまざまな文化を理解できる幅広い人間性を身につけていける

機会の充実を図ります。また、社会のルールを守ることや、責任を持って自ら

考え行動できる子どもに育てていく取組を推進します。 

（４）家庭教育 

家庭は、すべての教育の原点であるとの観点から、家庭においても、人権教

育をはじめ社会人としての基礎的な教育ができる環境づくりの強化や、社会

的養護施策として養育家庭制度（里親制度）の普及や啓発に努めます。また、

児童虐待防止に向けては、地域全体の意識の向上に努めるとともに、「大台町

要保護児童等対策地域協議会」による支援体制の拡充を図ります。 

（５）子育ての支援 

家庭・学校・保育園・地域において、子育て支援のための相談、指導などを

目的とした、子育て支援センターと子育て世代包括支援センターとの連携、育

児相談、ふれあい事業、交流会や研修会などの充実を図るとともに、自主サー

クル組織の活動支援を強化します。 

（６）啓発・広報 

子どもの人権について、子どもを含む、教育関係者・保護者・地域の人々が

ともに学習する機会を設け、人権意識を高める啓発活動及び情報の提供を推

進します。 

（７）関係機関との連携 

いじめ・不登校・子育て・家庭内暴力・児童虐待等に対する相談や支援を行

う要保護児童等対策地域協議会等の体制の充実を図るとともに、奥伊勢教育

支援センター、児童相談所など関係機関との連携により、子どもたちにとって、

よりよくやさしい社会環境の整備に努めます。 
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３．高齢者の人権について 

現状と課題 

わが国においては６５歳以上の高齢者（以下「高齢者」といいます。）人口は３，

625 万人（令和６年９月１５日現在推計）で、総人口に占める割合は２9.3％となり、

人口、割合共に過去最高となりました。前年（３，623 万人、２9．１％）と比べると、

２万人、０．2ポイント増と増加しています。 

人口減少と少子高齢化が全国的に進行する中で、高齢者人口がピークを迎える

２０４０年（令和２２年）を見通すと、８５歳以上人口が急増し、医療・介護双方のニー

ズを有する高齢者などが増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれ

ています。 

本町においては、急速な人口減少が進行する中で、高齢者人口も減少していき

ますが、「団塊ジュニア」が 65 歳以上となる２０４０年（令和 22 年）頃に向けて高

齢化率は上昇し、一人暮らしの高齢者も増加すると想定されています。 

多くの高齢者は、介護や在宅福祉サービスを必要としない自立した生活を送っ

ていますが、加齢と共に体力が衰え身体機能が低下し、認知症や寝たきりなど介

護を必要とする高齢者が年々増加の傾向にあります。さらに、介護の長期化もみ

られ、家族の心身の負担が重くなり、その結果、家族の良好な人間関係が損なわれ、

高齢者に対する虐待や介護放棄につながることが危惧されます。 

高齢者の権利擁護については、２００６年（平成１８年）には高齢者の尊厳の保持、

権利利益の擁護に資することを目的とした「高齢者虐待防止法」が施行されました。

これまでの間、高齢者虐待防止に関する体制の整備や、権利擁護を推進する取組

等が進められてきましたが、高齢者に対する虐待の事案は、相談・通報件数及び虐

待判断件数ともに依然として高止まりしている状況が続いています。 

また、振り込め詐欺や悪徳商法などにより高齢者が被害を受ける事例も多数見

受けられます。 

このような現状の中で、「一人暮らしや高齢者世帯の日常生活をどのように支援

していくか」、また、「高齢者の幅広い人生経験と豊かな知識をどのように活かして

いくか」、「高齢者が趣味や生きがいを持って活動し、生活する場をどのように提供

するか」といった課題があります。 

また、高齢者の問題は、社会全体に関わる問題でもあり、高齢者の人権の擁護や

高齢者福祉の環境づくりが求められています。 
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基 本 方 針 

高齢者の多くが長年住み慣れた町で、一生を過ごしたいと考えています。その希

望をかなえるためにも、高齢者自らの意思で安心して過ごすことができる環境づ

くりに取り組みます。また、地域社会にかかわってきた高齢者に対し、尊敬の念を

もって接し、老いや介護について正しく理解し、高齢者の人権に配慮していくよう

な町民の意識の高揚に努めます。 

高齢者とその家族を支援するため、介護保険制度・介護予防施策・保健予防施

策・高齢者福祉サービスの充実に取り組み、高齢者が住みやすい、住環境の整備さ

れた「人にやさしいまちづくり」を推進します。 

 

推  進 

（１）生きがい対策の推進 

① 高齢者が長年培ってきた知識や経験を活かし、伝統文化や技術、また昔の 

遊びなどを伝承していくための環境づくりを推進します。 

② シルバー人材センターの活用を図り、就業の場の確保に努め、社会参加を

促進します。会員数が減少傾向にあることから、会員数の増に努めます。 

③ 高齢者のさまざまなニーズに応えられるよう、公民館、地域総合センター

等を活用し、高齢者大学や生涯学習講座などを開催して、交流の場や情報

の提供を積極的に推進します。 

④ 高齢者自身が健康で生きがいのある生活を維持するため、地域で活動す

る老人クラブやボランティア組織を支援します。 

（２）高齢者に対するサービスの提供 

① 高齢者が長年住み慣れた地域社会の中で安心して生活することができる

ように、地域全体で見守り、支えるための施策・事業を展開します。 

② 必要なサービスが適正に利用されるよう介護保険制度や各種サービスの

啓発に取り組みます。 

③ 集会所などを活用し、認知症や寝たきりにならないよう、健康相談等の介

護予防施策を進めます。また、保健師や地域包括支援センターからの訪問に

よる支援を推進します。 

（３）高齢者福祉の環境づくり 

① 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと安心して生活できる環境づくりに

努めます。     

②  高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯の安否確認を、地域の協力

を得て見守る運動を展開します。    
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（４）教 育 

保育園や学校教育において、高齢者とのふれあいや交流活動を通じて、高

齢者を理解し、尊重する心を育てます。 

（５）関係機関との連携 

  ① 高齢者の人権に配慮し、利用者自身の意思決定を尊重した福祉サービスや

介護予防事業が提供できるよう、関係機関との連携を図ります。 

② 高齢者虐待に関する予防や早期発見・早期対応等を図るため、相談窓口の

充実に努めます。 
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４．障がい児・障がい者の人権について 

現状と課題 

障がいを持つ人々の基本的人権を尊重し、個人としての権利を保障することは、

すべての障がい児・障がい者施策の基本です。 

わが国においては、２００４年（平成１６年）に改正された、「障害者基本法」の中で、

「何人も、障がい者に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利

益を侵害する行為をしてはならない。」と差別の禁止を規定するとともに、障がい

者のための施策に関する基本的な計画の策定を義務づけています。 

また、２００６年（平成１８年）４月に「障害者自立支援法」が施行され、障がいの種

別（身体障がい・知的障がい・精神障がい）にかかわらず、障がいのある人に必要と

するサービスが利用できるようサービス提供の仕組みを一元化し、施設、事業が再

編されました。２０１２年（平成２４年）１０月には「障害者虐待防止法」が施行され、

また２０１３年（平成２５年）４月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行され、制度の谷間のない支援を

提供する観点から、障がい児・障がい者の定義に新たに難病等が追加され、一定の

障がいのある人が障がい福祉サービスを受けることができるようになりました。

さらに２０１６年（平成２８年）４月には、「障害者差別解消法」が施行されるなど、障

がい児・障がい者の権利を保障する法や制度の整備が順次行われてきました。 

三重県では、全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的とした「障がいの

有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」を２０１８年（平成

30 年）10 月に施行しています。また、障がい保健福祉を取り巻く環境が大きく変

革するなかで、「障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を基本理念とする「みえ障がい者共

生社会づくりプラン」を策定し、障がい児・障がい者施策の着実な推進をしていま

す。 

本町では、２０24年（令和6年）３月には「第6期大台町障がい者計画・第７期大

台町障がい者福祉計画」及び「第３期大台町障がい児福祉計画」を策定し、障がい

児・障がい者の自立に向けたホームヘルプサービス等の在宅サービスや相談支援

体制の充実を図り、地域でのサポート体制の確立に努める他、就労継続支援など

の事業を実施しています。 

一方、町内の公共施設は、車椅子用のスロープなどのバリアフリー化はなされて

いるものの、実際利用するとなると、援助が無いと利用しづらい施設が多くあり、

利用者の使い勝手の観点に立って、改良をしていく必要があります。また、2021
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年（令和３年）６月に障害者差別解消法が改正され、２０２４年（令和６年）４月に事

業者による社会的障壁の除去の実施に係る合理的な配慮の提供が義務化された

ことから、事業者への周知・啓発を進める必要があります。 

こういった「物理的なバリアフリー」を図るだけでなく、障がいに対する偏見をな

くす「心のバリアフリー」が求められています。最近では、障がい者だけでなく年齢

や性別などにかかわらず誰もが使いやすい「ユニバーサルデザイン」の考え方も急

速に普及しています。障がい児・障がい者が地域の人々とともに普通に生活し、活

動することがあたり前にできる社会を構築するために、ノーマライゼーションの理

念の実現をめざし、障がい児・障がい者の社会への完全参加と平等に向けた「人に

やさしいまちづくり」を推進していく必要があります。 

 

基 本 方 針 

人はだれもが、生まれながらにして、一人の人間として尊重され、住み慣れた地

域の中で幸せな生活を送る権利を持っています。しかし、障がい者を取り巻く社会

環境には、心理的、物理的、経済的等のさまざまな障壁があります。 

今後、こうした障壁を取り除き、障がい者の意欲や能力に応じた社会参加がで

きるようノーマライゼーションの理念の実現をめざした「人にやさしいまちづくり」

を推進します。 

 

推  進 

（１） 教 育 

保育園、学校教育の場においては、障がい児・障がい者とのふれあいや福祉

体験学習などを通して、障がい児・障がい者やその障がいについて理解し、相

手の立場に立って考え、行動できる力を育てます。 

（２）自立の支援と環境づくり 

① 障がい児・障がい者が、地域で安心して生活できるよう、生活環境面にお

ける障壁をなくし、自由な社会参加が可能となる、人にやさしいまちづくり

を推進します。 

② 公共施設においては、ユニバーサルデザインを推進し、誰もが利用しやす

い施設の整備・合理的配慮に努めます。 

③ 障がい児・障がい者の外出を支援し、社会参加を促進するため、おもいや 

り駐車場利用証制度やヘルプマークの普及に努めます。 

④ 障がい者が自立した生活を送ることができるように、就労継続支援事業や

地域生活支援事業の充実に努めます。また、地域社会や企業、関係機関との
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連携を図り、能力や適性に応じた雇用の促進に努めます。 

⑤  ホームヘルプサービスなどの在宅サービスや相談支援体制の充実を図る

など、地域でのサポート体制を確立します。 

⑥  障がい児・障がい者の自立と社会参加を支援するため、障がいの特性に

応じた教育の推進や施設整備を「第６期大台町障がい者計画・第７期大台町

障がい福祉計画・第３期大台町障がい児福祉計画」などにより推進します。 

⑦  知的障がいのある人や精神障がいのある人等、自己の意志表示が困難な 

人の財産管理・権利擁護などを目的とした成年後見制度や地域福祉権利擁

護事業の啓発に努めます。 

⑧ 障がい児・障がい者虐待に関する予防や早期発見・早期対応などを図るた

めに相談窓口の充実に努めます。 

（３）広報・啓発活動 

     障がいのある人もない人も気軽に楽しむことができる各種行事、スポーツ

やレクリエーションなどを通して、心のバリアをなくし、正しい理解を深める交

流の機会を設けるとともに、障がい児・障がい者の人権に関する情報提供や

ボランティア活動への呼びかけに努め、町民への啓発や広報活動を推進しま

す。 
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５．同和問題について 

現状と課題 

１９６５年（昭和４０年）の「同和対策審議会答申」において、同和問題は、人類普

遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障

された基本的人権にかかわる深刻かつ重大な社会問題であるという基本認識が

示されました。  

この「同和対策審議会答申」を受けて、１９６９年（昭和４４年）に「同和対策事業特

別措置法」が制定されて以来、三重県においても、住宅や道路整備などの生活環境

の改善や人権意識の高揚のための教育、啓発などの同和問題の解消に取り組み、

推進してきました。これまでの差別を撤廃するための具体的な取組により、生活環

境の改善などの物的な基盤整備については一定の成果が見られるものの、依然と

して差別事象が発生し、教育・啓発の課題が残っています。 

本町では、国・県の各種事業を取り入れて同和問題の早期解決に向け、地域の環

境整備に努めるとともに、地区別人権啓発懇談会や、ミニ人権大学、人権講演会、

人権フェスティバル、人権を考える中高生の集い等を開催し、町民の人権意識向上

のための事業を推進してきました。 

学校においても人権学習や、人権フォーラム、人権講演会などの事業を積極的

に実施し、差別をなくそうとする意欲と実践力を持つ児童・生徒の育成を図ってき

ました。また、人権啓発や人権相談などさまざまな事業にも取り組んできました。  

しかしながら、長年にわたって行われてきた同和教育や人権啓発活動により人

権意識は高まりつつありますが、依然として結婚における差別などの事象が発生

しています。 

近年、全国的に、インターネットを悪用した同和問題などにかかわる差別事象や

人権侵害が増加しており、監視と規制、さらには未然防止を目的とした教育、啓発

の体制づくりなど、早急に対応を講じる必要が生じています。                                             

このように社会における情報化の進展をはじめ、景気の低迷、物価の高騰、格差

社会の広がりなど、時代の変化に伴い生じる課題とともに、教育、就労面への取組

が求められています。 

今後も行政、学校などにおいて、同和問題の解決に向け、正しい知識と理解を深

めるための啓発活動や人権教育を一層充実し、推進していくことが求められてい

ます。 
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基 本 方 針 

同和問題の早急な解決は国の責務であり、同時に国民的課題であるとの基本認

識のもと、本町においても、結婚問題をはじめとする部落差別が現存する限り、こ

れらの解消に向けたさまざまな取組を積極的に推進します。また本町における同

和問題の現状と課題を踏まえ、一人ひとりの人権が大切にされる公平で公正な社

会の実現に向け、人権教育・啓発を推進します。 

 

推  進 

（１）啓 発 

    町民一人ひとりが同和問題を自分の問題として受け止め、差別解消に向け

た行動に結びつくような啓発活動に努めます。推進にあたっては、行政と地域、

学校、保育園、事業所、各種団体などと連携し、人権尊重の地域づくりを進め

ます。 

    町民を対象とした、人権講演会・人権講座の開催や「広報おおだい」及びケー

ブルテレビの行政チャンネルなどを活用した啓発を進めるとともに、「人権フ

ェスティバル」などの町民が主体的に参加できる機会を増やし人権問題を自

ら解決していくためのネットワークづくりも推進します。    

    また、国・県などの関係機関等と連携を取りながら、本町におけるあらゆる

相談機能の充実を図ります。 

（２）教 育 

 ① 保育園・学校教育                         

子どもたちが集団活動を通して、お互いの思いや願いを出し合い、仲間 

との結びつきを深めようとする態度の育成に努めます。また、歴史学習や部

落問題学習を通して、同和問題に対する正しい知識と理解をもとに、自分自

身の課題として解決することができる力を養います。 

② 社会教育 

すべての町民が、同和問題に対する正しい理解と認識を深め、人権意識を

高めるための生涯学習を推進します。また、差別を解消するための意欲と実

践力を備えた指導者を養成するとともに、社会教育施設での人権学習の充

実を図ります。 
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６．外国人の人権について 

   現状と課題 

近年わが国では、国際的な人的、物的交流と情報通信の発達に伴い、外国人と

隣り合ってともに暮らす社会が現実のものとなり、我々の生活と切り離せない関

係となってきています。 

三重県の外国人住民数は、62,599人（2023年（令和５年）末）で、県内総人口

の 3.56%を占め、全国的にも高い割合です。 

本町には２０２４年（令和６年）９月現在、１５か国１３１人の外国人住民が居住し、

町内外の企業にも就労するなど、地域においても外国人住民と接する機会が増え

ています。 

これまでの間、２０１４年（平成２６年）７月施行の「住民基本台帳法の一部を改正

する法律」により外国人登録制度が廃止され、外国人についても住民票が作成さ

れました。これによって様々な行政サービスが受けやすくなるなど、外国人住民に

とって利便性が高まりました。 

しかし、人種、宗教、言語、文化、習慣、価値観などの相互理解がいまだ十分でな

いことから、外国人住民に対する偏見や差別などの人権問題が地域社会や職場で

生じてきています。また、歴史的、地理的に関係の深い近隣諸国の人々に対する理

解や認識もまだまだ十分とはいえません。外国人住民を孤立させることなく、安心

して暮らしやすい地域の国際化を進めるため、行政分野、町民、民間団体において

より一層の努力と取組が求められています。 

 

基 本 方 針 

  外国人と日本人が同じ町民として、互いの違いを認め合い、共に生き、共に助け

合える地域社会を実現するため、お互いの多様な価値観を認め、異なった歴史、

文化に対する正しい認識を深め、相互に尊重しあいながら安心して暮らすことの

できるまちづくりに努めます。 

 

推  進 

（１）生活情報 

    国のコールセンターや三重県のサポートセンター等の関係機関と連携し窓口

業務等での各種手続きや相談業務が円滑に行えるよう取り組みます。また、外

国語表記による生活情報の提供等により、外国人住民が行政等から十分な情
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報や支援を得ることができる環境づくりに取り組みます。 

（２）厚生援助 

現行の保険・福祉などの制度について、対象となる外国人が不利益とならな

いように、制度の周知を図ります。 

（３）就 労 

    外国人の就労について、不当な取扱いがされることのないように、商工会な

ど関係機関と連携し、事業主などに対して国が定めた「外国人労働者の雇用・

労働条件に関する指針」の周知に努めるとともに、その正しい理解と認識を求

め、就労の機会均等の確保に努めます。 

（４）教育・啓発 

学校教育や社会教育において、外国の文化や習慣、価値観を理解し、互いの

違いを尊重する態度や、ともに協調して生き、助け合う態度を育成するために

外国語指導助手（ＡＬＴ）を介した異文化交流の機会の拡大に努めます。 

関係機関などと連携しながら、歴史的、地理的に関係深いアジア近隣諸   

国の人々に対する差別や偏見を解消するため、教育や啓発を通してわが国と

の歴史的経緯を踏まえた理解を深めていきます。 
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７．インターネット上の人権について 

   現状と課題 

インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対す

る誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、子どもも加害者や被害者として巻き込ま

れるＳＮＳ等におけるネットいじめ、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言

動（ヘイトスピーチ）、同和問題に関して特定の地域を同和地区であると指摘するよ

うな投稿など、人権に関わるさまざまな問題が発生しています。 

また、児童ポルノやリベンジポルノは、その画像がいったんインターネット上に流

出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害

者は将来にわたって永く苦しむことになるなど、重大な人権侵害です。 

さらに、自殺を誘うような情報など、インターネット上の有害情報に起因して犯

罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの事案も発生しています。 

その使い方を誤ると犯罪の被害者になってしまったり、他人の名誉を傷つけて

しまう恐れがあるため、情報の収集や発信における個人の責任や情報モラルを身

につけられるよう、学校や社会において教育・啓発を推進していく必要がありま

す。 

 

基 本 方 針 

町民一人ひとりが適切にインターネットを利用できるよう、情報の収集や発信に

おける個人の責任や情報モラルを身につけられるための取組を推進するとともに、

インターネット上の人権侵害の早期発見を図り、被害の拡大防止に努めます。 

 

推  進 

（１）啓発 

情報の収集や発信における個人の責任や情報モラルを身につけられるよう、

学校や職場、地域などでさまざまな機会を通じて啓発を推進します。 

（２）教育 

    児童生徒の発達の段階に応じて、インターネットの適切な利用や情報セキュ

リティ対策、ルールやマナーを守ること等についての教育を推進します。 

（３）関係機関との連携 

    インターネットによる人権侵害の早期発見を図るため関係機関と連携し、必

要に応じて削除要請を行うなど、被害の拡大防止に努めます。 
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８．性的指向・性自認について 

   現状と課題 

「出生時に割り当てられた性」と「自認する性」が一致している人や「性的指向」が

異性に向いている人が多数派とされる中、そうではない人に対する差別や偏見が

存在しており、性的マイノリティの人権問題に関する社会の理解はまだ十分に進ん

でいません。 

「性的指向」については、性的指向を理由とする差別的な取扱いは不当であると

の認識が広がっていますが、いまだ、同性愛等に対して根強い偏見や差別があり、

苦しんでいる人々がいます。 

「性自認」については、出生時に割り当てられた性と自認する性との違和感に悩

みながら、社会の中で偏見を受け、社会生活上、支障をきたしたり、職場や学校等

で嫌がらせやいじめ、差別を受け、苦しんでいる人々がいます。 

このため、性の多様性についての理解を深め、偏見や差別意識がなくなるよう、

学校や社会において教育・啓発を推進していく必要があります。 

 

基 本 方 針 

性の多様性をはじめ多様な生き方を認め合い、性のあり方にかかわらず、誰も

が住みやすいまちづくりのため、当事者の抱える生きづらさの解消に向けた取組

を推進します。 

 

推  進 

（１）啓発・相談支援 

地域や家庭、職場において、性の多様性についての理解を深めるための啓

発を推進するとともに、当事者等への相談窓口の周知など支援を図ります。 

 

（２）教育 

    学校において、性の多様性についての理解を深めるための研修や教育を推

進し、児童生徒に多様性を尊重する態度を育むとともに、状況等に応じた適

切な支援を行います。 
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９．災害時の人権について 

   現状と課題 

近年、全国各地で大規模な自然災害が発生し、被災者が避難所に滞在するケー

スが多くなっています。災害時という非常事態のなかで、避難所においては、女性、

高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人等が共同生活を営むこととなり、さま

ざまなハラスメント、いわれのない差別、プライバシーの侵害など人権問題が容易

に起こり得る状況が考えられます。 

そのため、年齢、性別、性自認、家族構成、病気、言葉の違いなどに配慮した取組

が必要となっています。 

 

基 本 方 針 

  要配慮者それぞれの特性を理解し、安否確認や避難誘導の支援、避難者の多様

性に配慮した避難所運営などさまざまな場面において、きめ細かな支援を行うた

めの体制整備に取組ます。 

 

推  進 

（１）啓発 

    災害時における人権問題に対する関心と認識を深めるための研修や啓発等

の取組を推進します。 

（２）関係機関との連携 

    災害時に配慮が必要な方への支援が行えるよう、自治会等と連携し、共助の

取組を推進します。 
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１０．さまざまな人権問題について 

現状と課題 

これまでにあげた分野別の人権問題のほかにも、さまざまな人権問題がありま

す。 

１つには、さまざまな病気、特に感染症に対する正しい知識と理解が十分に普及

しているとはいえず、ＨＩＶ、新型コロナウイルス、ハンセン病などの感染症に対する

誤った知識や偏見などによるプライバシーの侵害があります。 

２つ目には、犯罪被害者に対する偏見などの差別問題があげられます。犯罪被

害者は、犯罪行為による直接被害だけでなく、それに起因する精神的、経済的なさ

まざまな被害を受けると同時に、被害者本人だけでなく、被害者の家族も同様に、

マスコミによる報道や地域社会の風評などにより、負担を強いられています。 

３つ目には、刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強いも

のがあり、就職に際しての差別問題等があります。 

４つ目には、アイヌの人々の民族としての歴史や文化、伝統などに関する知識や

理解不足からくる偏見や差別もあります。 

５つ目には、自殺には心身の問題のみならず、経済や社会をめぐる環境、職場や

学校での人間関係等、さまざまな社会的要因等が複雑に関係しています。また、そ

の遺族は自責の思いや差別的な言動、偏見に苦しむなど厳しい状況に置かれ、周

囲から孤立してしまうことがあります。 

この他にも職場におけるハラスメント、ホームレス、ニートの人びとに対する偏見

や差別についての問題もあります。 

本町においては、こういったさまざまな人権問題についても、町民一人ひとりが

自分の中に正しい認識を持つことが重要であるといえます。 

 

基 本 方 針 

社会環境の変化に伴って新たに生じる人権問題があります。これらのさまざまな

間違った理解や偏見から差別などの人権侵害につながる可能性があります。 

そのため、町民一人ひとりが正しい知識を身につけ、真に人権尊重の観点で公

平で公正な地域社会の実現をめざすための人権教育・啓発を推進します。  

 

推  進 

（１）教 育 
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  具体的な人権侵害の事例についての学習を通して、正しい知識と理解を深

め、あらゆる差別を許さない心を育てます。   

（２）啓発・広報活動 

  間違った理解や偏見から生じるさまざまな差別などの人権侵害をなくすた

め、あらゆる機会を通じ、啓発・広報活動を推進します。 
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第３章 施策の推進 

 

１．推進体制 

この人権施策基本方針の推進にあたっては、人権教育、人権啓発、相談事業な

ど町が実施する施策全般にわたり、人権尊重の観点から総合的かつ体系的に推進

を図ります。また、国・県・事業所・各種団体などとも連携を図り、人権尊重意識の

一層の高揚に努めます。 

なお、基本方針は、概ね５年間を目途に、大台町人権施策審議会で見直しを行う

ものとします。 

 

２．教育・啓発 

学校教育や社会教育の場において、多様な人権学習の機会の提供に努めます。 

また、町をはじめ各事業所内において、人権問題に対する意識の向上を図りま

す。 

町民が人権問題に対して正しく理解し、その解決にあたれるようあらゆる機会、

あらゆる年齢層に対して、人権教育・啓発を推進します。 

  

３．人材の育成 

人権教育では、体系的な研修や経験・参加型学習など多様な手法や内容を企画

することができる指導者や、それぞれの地域で人権問題が気軽に相談や助言など

ができる指導者が求められています。 

そのため、県・民間団体との連携を図り、指導者の育成と確保に努めます。 

 

４．情報の提供 

日常生活においては、人権尊重の意識は高まりつつありますが、実践に結びつ

いていない現状もあります。こうした状況のなか、人権問題に向けた町民の自主的

学習や実践的行動につながる情報を、広報紙やさまざまな機会を利用して提供で

きるよう努めます。 
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５．相談・支援体制 

町が行っている「特設人権相談」や社会福祉協議会の「心配ごと相談」などの相

談事業の周知を図るとともに、相談者が利用しやすい体制づくりを進めます。 

  また、三重県人権センター、児童相談所、女性相談支援センター、津地方法務局

松阪支局などの関係機関と連携を図り、多様な相談や支援体制の充実を図りま

す。 

 

６．ボランティア・ＮＰＯ活動 

  多様な価値観をもった自主的なボランティア活動やＮＰＯ活動は、福祉、教育、

環境保全、人権擁護などさまざまな領域におよび、子どもから高齢者まで幅広い

世代の人々が参加するようになってきています。 

ボランティア活動は、個人の自主的な意志に基づき、その技能や経験、余暇時間

などを活用して社会に貢献する活動であるとともに、 人権が尊重され、共に支え

合う地域社会の実現に、ボランティアやＮＰＯの果たす役割は大きなものがあり、

今後の活動の機会や情報の提供などの支援や連携に努めます。 
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参考資料 

   用 語 等 の 解 説 
 

● いじめ 

一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神

的な苦痛を感じているもの。 

 

● 大台町子育て支援センター 

町内の子育て支援の拠点とし、子どもが幸せに育つよう、さまざまな面から子育

てを支援する。また、平成１６年児童福祉法改正法により、平成１７年 4 月から児

童家庭相談に応じることが市町村の業務となり、虐待の未然防止、早期発見を

中心に取組が求められており、子育て支援センターもその窓口として直接の来

所または電話による相談や通告の受け付けを行っています。 

 

● 大台町要保護児童等対策地域協議会 

要保護児童及びドメスティック・バイオレンス（配偶者等暴力）の早期発見やその

適切な保護を図るため、関係機関及び関係団体が情報を共有し相互に連携する

とともに、地域住民への意識啓発を目的としています。 

 

● 奥伊勢教育支援センター（おくいせ教室） 

奥伊勢教育支援センター（おくいせ教室）では不登校の児童・生徒の気持ちを十

分に受け入れ、安心して自分自身をみつけることができる居場所を保障し、関係

機関と連携を密にしながら、一時的に支援することを運営方針とし、心理的・情

緒的な理由により不登校状態にある通級可能な児童・生徒に対して、心身の安

定と集団への適応を図ることを運営目標としています。  

 

● 合理的配慮 

障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障

害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現

するため、障害者を包容する教育制度等を確保することとし、その権利の実現に

当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供され

ること。」を位置付けています。同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」

とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行

使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場
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合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さ

ないものをいう。」と定義されています。 

 

● 子どもたちへの虐待や性暴力 

近年、子どもに対する性的搾取や性的虐待などの事件が多発しており、このこと

から、子どもを保護し、権利を擁護する措置として、１９９９年（平成１１年）１１月か

ら、「児童買春、児童ポルノにかかる行為等の処罰及び児童保護に関する法律」

が施行されました。略して、「児童買春禁止法」とも呼ばれます。 

この法律の目的は、児童に対する性的な搾取や虐待が、はなはだしい人権侵害

であるため、児童買春やポルノにあたる行為を処罰し、これらの被害を受けた児

童の保護の措置として、１９９９年（平成１１年）５月に公布されました。 

これまでも、刑法や児童福祉法、自治体条例により一定の範囲で処罰されました

が、各法律のおよばない範囲や、条例では自治体ごとに異なるなど、現行法では

十分に規制できない部分についても補えるような法律が必要となったため制定

されました。なお、この法律では１８歳に満たない人を「児童」といっています。 

 

● 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律  

一般的には、「男女雇用機会均等法」と呼ばれており、雇用の分野での差別撤廃

を目的にした法律です。 

内容は、募集・採用・配置・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇といった雇用におけ

るあらゆる男女差を禁止し、違反した場合、企業名公表制といった制裁措置が設

けられています。また、セクシュアル・ハラスメントに対する企業の防止義務など

を定めているほか、職場における男女格差を是正し、能力を十分に発揮できる

ための雇用環境の整備・人材発掘などといった積極的な措置（ポジティブ・アク

ション）も行われるように定められています。 

 

● ジェンダー 

生物学的な性差（ＳＥＸ）に対して、「男らしさ」「女らしさ」のように、歴史的、社会

的、文化的につくりあげられてきた性差をいいます。 

 

● 児童の権利に関する条約 

この条約は、１９８９年（平成元年）の国連の総会において、１８歳未満のすべての

人の保護と基本的人権を国際的に保障し、推進するため採択されたもので、一

般的には、「子どもの権利条約」といわれています。 

この条約の特徴は、子どもを大人と同等の権利の主体としてとらえ、差別撤廃と

平等保障の原則を強調しており、子どもの権利を国際協力の力で守ることを原
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則としていることです。 

条約では、子どもが自分のことについて自由に意見を述べ、表現し、集うことが

認められるべきであり、そのためには子どもも他人のことを考え、道徳を守る必

要があるといったことのほかにも、私生活・家庭・住居・通信に対して、不法に干

渉されないことや、暴力・虐待といった不当な扱いから守られるべきことなどが

定められています。 

 

●人権デューディリジェンス 

企業が自社やそのグループ会社の人権侵害に関するリスクを評価し、対策を講

じ、結果を検証し、情報開示（公表）する一連のプロセスのことをいいます。また、

「人権DD」と表記されることもあります。 

 

● 成年後見制度 

２０００年（平成１２年）４月から実施されている制度です。 

近年、財産の管理や遺産相続に関わるトラブル、介護に関する家族や施設職員

からの虐待などによって、判断能力が十分といえない成年者（認知症の高齢者、

精神障がい者、知的障がい者など）への人権侵害が非常に増えてきました。しか

し、以前の「禁治産・準禁治産制度」では権利擁護の点からは、十分にそれらの人

権侵害に対応できないことから、制度改正に向けて１９９７年（平成９年）１０月か

ら審議が行われてきました。 

  「成年後見制度」の特徴としては 

   ①  判断能力が衰えるまえに自らサポートしてくれる人を選び、能力が衰退後

に本人の意思を尊重して支援にあたる。 

   ②  改正前の「禁治産・準禁治産制度」にあたる「後見」「保佐」のほかに、軽度

の認知症や障がいを持った人々を対象にした「補助」を設け、家庭裁判所

が保護の内容などを本人の言い分を聞いた上で判断する。 

  ③  財産管理的な面だけでなく、さまざまな心身・生活状況（医療・施設の入

退所、住居確保、リハビリ、介護など）に配慮したサポートが受けられると

いったものです。  

 

● セクシュアル・ハラスメント 

職場などで相手方の意志に反して不快・不安な状態に追い込む、性的なことばや

行為。また、そのような言動により就労上または、修学上の環境を悪化させるこ

とをいいます。 
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● 男女共同参画社会基本法 

男女が社会の対等な構成員として、自分の意思によって、社会のあらゆる分野

の活動に参画する機会を確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受し、共に責任を担う社会を形成することをめざしてつくられました。

この法では、「国は、男女共同参画社会に向けて施策を実施する責務を有する。

地方公共団体も同様の責務を有する。国民もこの形成に寄与するように努めな

ければならない。」と、国だけでなく、地方公共団体や国民にも、男女共同参画社

会に向けて努力することが明記されています。 

 

● 地域福祉権利擁護事業 

認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が不十分な人が自

立した地域生活が送れるよう福祉サービスの利用援助を行うことにより、その人

の権利擁護に資することを目的としたもので、契約内容や本人の意思能力等の

確認を行う「契約締結審査会」及び適正な運営を確保するための監督を行う第

三者機関である「運営監視委員会」を設置することにより、契約による事業の信

頼性や的確性を高め、利用者が安心して利用できる仕組みとしています。 

 

● 高齢化率・高齢化社会（超高齢社会） 

６５歳以上の人が総人口に占める割合のことを「高齢化率」といいます。この高

齢化率が７%を超えると「高齢化社会」、１４%を超えると「高齢社会」、２１%を超

えると「超高齢社会」ということになります。日本は１９７０年（昭和４５年）に高齢

化率が７%を超え、１９９４年（平成６年）には１４%を超え、２００５年（平成１７年）

１０月には２０．０４%と初めて２０%を突破しました。２０１３年（平成２５年）には

高齢化率は２５．０％となり、人口、割合共に過去最高となり、日本はまさに本格

的な、超高齢社会へ突入したといえます。 

 

● 同和対策審議会答申 

国は、１９６１年（昭和３６年）同和対策審議会を設置し、「同和地区に関する社会

的及び経済的諸問題を解決するための基本方針」について諮問しました。 

審議会は１９６５年（昭和４０年）８月、国に答申を出しました。この答申は、国がは

じめて部落差別が存在することを認め、同和問題を解決するための基本的な方

策を明らかにした重要なものです。答申前文では、「同和問題は人類普遍の原理

である人間の自由と平等に関する問題であり日本国憲法によって保障された基

本的人権にかかわる課題である。・・・その早急な解決こそ国の責務であり、同時

に国民的課題である・・・」としています。 
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● ドメスティック・バイオレンス（家庭内暴力） 

略して「ＤＶ」ともいわれています。一般的には、家庭内で発生するすべての暴力

をいいますが、女性の人権問題においては、夫やパートナーから女性に向けられ

る暴力のことをいいます。 

 

● ニート 

内閣府の定義では「高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学し

ておらず、配偶者のいない独身者であり、ふだん収入を伴う仕事をしていない１

５歳以上３４歳以下の個人である」としています。  

 

● ノーマライゼーション 

１９５０年ごろデンマークではじまったもので、障がいのある人を特別視するので

はなく、社会の中で普通の生活が送れるように条件整備を整えるべきであり、障

がいのある人も、共に生活し、活動できる社会こそ当然の社会であるとする考え

方です。 

 

● バリアフリー 

障がいのある人が社会生活を営むうえで、障壁（バリア）となるものを除去する

ことです。建築物の段差など物理的障壁を除去することをいう場合が多いので

すが、障がいのある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なす

べての障壁の除去といったより広い意味でも用いられています。 

 

●SDGs 

持続可能な開発目標。2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年ま

での国際目標。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲ

ットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。 
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「人権尊重の町宣言」 

 

 

 

すべての人々の基本的人権が尊重される自由で平等な社会の実現

は人類の共通の願いであります。 

 しかし、今なお、現実の社会生活においては、さまざまな人権問題が

存在しており、この問題を解決するためには、私たち町民一人ひとりが

自らの人権意識を高めなければなりません。 

よって、すべての人々の人権をまもり、明るく住みよい社会を築くた

め、ここに大台町を「人権尊重の町」とすることを宣言します。 

 

              

                  平成１８年１２月２１日 

 

                               大  台  町 
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大台町人権尊重のまちづくり条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を

定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっ

とり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の

基本となる事項を定めることにより、明るく住みよい「人」にやさしい町の実現

を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内

に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。 

 

（町の責務） 

第３条 町は、第１条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりの実現に関す

る施策（以下「人権施策」という。）を積極的に推進するものとする。 

２ 町は、人権施策を推進するにあたっては、国、県及び関係機関と連携協力する

ものとする。 

 

（町民の責務） 

第４条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重す 

るものとする。 

２ 町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。 

 

（基本方針） 

第５条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針（以下「人権施策基本

方針」という。）を定めるものとする。 

２ 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 人権尊重の基本理念 

（２） 人権施策に関すること 

（３） 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 

 

（大台町人権施策審議会の設置） 

第６条 町は、目的達成のため、大台町人権施策審議会（以下「審議会」という。）を

設置する。 
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２ 町長は、人権施策基本方針の策定にあたっては、あらかじめ審議会の意見を聴

くものとする。   

３ 審議会は、人権施策に関し、町長に意見を述べることができる。 

 

（審議会の組織等） 

第７条 審議会は、委員１７人以内で組織する。 

２ 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。     

３ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。   

４ 委員は、再任することができる。 

５ 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長

が定める。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成１９年３月２６日から施行する。 
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日 本 国 憲 法 （抜 粋） 
 

（国民たる要件） 

第１０条 国民たる要件は、法律でこれを定める。 

 

（基本的人権） 

第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民

に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び

将来の国民に与えられる。 

    

（自由及び権利の保持義務と公共福祉性）  

第１２条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によ

って、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない

のであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。  

 

（個人の尊重と公共の福祉） 

第１３条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対す

る国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の

上で、最大の尊重を必要とする。  

 

（平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界） 

第１４条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分

又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

  

（奴隷的拘束及び苦役の禁止） 

第１８条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合

を除いては、その意に反する苦役に服させられない。  

 

（思想及び良心の自由） 

第１９条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

 

（信教の自由） 

第２０条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、

国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 
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   ３ 国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

 

（集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護）   

第２１条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障す

る。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。   

    

     （居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由）   

第２２条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由

を有する。 

２  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

 

（学問の自由） 

第２３条 学問の自由は、これを保障する。 

 

（家族関係における個人の尊厳と両性の平等） 

第２４条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有す

ることを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

２  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関す

るその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等等に立

脚して、制定されなければならない。 

 

（生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務） 

第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上

及び増進に努めなければならない。 

 

（教育を受ける権利と受けさせる義務） 

第２６条 すべて国民は、法律に定めるところにより、その能力に応じて、ひとし

く教育を受ける権利を有する。 

２ すべて国民は、法律に定めるところにより、その保護する子女に普通教育を

受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。  

 

（勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止） 

第２７条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定め
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る。 

３  児童は、これを酷使してはならない。 

 

（勤労者の団結権及び団体行動権） 

第２８条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、

これを保障する。 

 

（財産権） 

第２９条 財産権は、これを侵してはならない。 

２  財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 

３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 

 

（生命及び自由の保障と科刑の制約） 

第３１条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由

を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 

 

（裁判を受ける権利） 

第３２条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 

 

（逮捕の制約） 

第３３条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法

官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮

捕されない。 

 

（抑留及び拘禁の制約） 

第３４条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利

を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなけ

れば、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の

出席する公開の法廷で示されなければならない。 

 

（侵入、捜索及び押収の制約） 

第３５条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜査及び押収を受

けることのない権利は、第３３条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発

せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵さ

れない。  
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（基本的人権の由来特質）  

第９７条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる

自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現

在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託された

ものである。  

 

（憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守） 

第９８条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔

勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守するこ

とを必要とする。 
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世 界 人 権 宣 言 （仮訳文） 

 
採択 １９４８年１２月１０日（昭和２３年） 

（国際連合第３回総会） 

 

 前 文 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利と

を承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論

及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最

高の願望として宣言されたので、 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないように

するためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、       

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価

値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで

社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守

の促進を達成することを誓約したので、 

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするために最

も重要であるので、 

よって、ここに、国際連合総会は、 

社会の各個人及び機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国

自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの

権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的

かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な斬新的措置によって確保するこ

とに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準とし

て、 この世界人権宣言を公布する。      

  

（自由平等） 

第１条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とにつ

いて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を

もって行動しなければならない。 
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（権利と自由の享有に関する無差別待遇） 

第２条 １ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国

民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる

事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由と

を享有することができる。 

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、

非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、そ

の国または地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もし

てはならない。 

  

（生存、自由、身体の安全） 

第３条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

 

（奴隷の禁止） 

第４条 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売

買は、いかなる形においても禁止する。 

 

（非人道的な待遇又は刑罰の禁止） 

第５条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的ない若しくは刑罰を

受けることはない。 

 

（法の下に人としての承認） 

第６条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認めら

れる権利を有する。 

 

（法の下における平等） 

第７条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに

法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するい

かなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対し

ても、平等な保護を受ける権利を有する。 

 

（基本的権利の侵害に対する救済） 

第８条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為

に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 
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（逮捕、拘禁又は追放の制限） 

第９条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

 

（裁判の公平な審理） 

第１０条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定さ

れるに当たって、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることに

ついて完全に平等の権利を有する。 

 

（無罪の推定、罪刑法定主義） 

第１１条 １ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障

を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪

と推定される権利を有する。 

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為または

不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用され

る刑罰より重い刑罰を課せられない。 

 

（私生活、名誉、信用の保護） 

第１２条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干

渉され、または名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、こ

のような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 

 

（移転と居住） 

第１３条 １ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を

有する。 

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有す

る。   

 

（迫害） 

第１４条 １ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避

難する権利を有する。 

２ この権利は、もっぱら非政治犯罪または国際連合の目的及び原則に反する行

為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。 

 

（国籍） 

第１５条 １ すべて人は、国籍を持つ権利を有する。 

 ２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否
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認されることはない。 

 

（婚姻と家庭） 

第１６条 １ 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けるこ

とはなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中、及び

その解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 

２ 婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成

立する。 

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受け

る権利を有する。 

 

（財産） 

第１７条 １ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有す

る。 

２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

 

（思想、良心、宗教） 

第１８条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利

は宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又

は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表現する自由を含

む。 

 

（意見、発表） 

第１９条 すべて人は、意志及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干

渉を受けることはなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また

国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自

由を含む。 

 

（集会、結社） 

第２０条 １ すべての人は平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

２ 何人も結社に属することを強制されない。 

 

（参政権） 

第２１条 １ すべての人は、直接に又は自由に選出された代表を通じて、自国の政

治に参与する権利を有する。 

２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 
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３ 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期

のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普

通選挙によるものでなければならない。また、秘密投票又はこれと同等の自由

が保障される投票手続きによって行われなければならない。 

 

（社会保障） 

第２２条 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国

家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊

厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化

的権利を実現する権利を有する。 

 

（労働の権利） 

第２３条 １ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件

を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬

を受ける権利を有する。 

３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を

保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護

手段によって補充を受けることができる。 

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加

する権利を有する。 

 

（休憩、余暇） 

第２４条 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休

息及び余暇をもつ権利を有する。 

 

（生活保障） 

第２５条 １ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び

家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身

障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受

ける権利を有する。 

２ 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡

出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 

（教育） 

第２６条 １ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の
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及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的

でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなけ

ればならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されて

いなければならない。 

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的と

しなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互

間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活

動を促進するものでなければならない。 

３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

 

（文化） 

第２７条 １ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科

学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。 

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及

び物理的利益を保護される権利を有する。 

 

（社会的国際的秩序） 

第２８条 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的

及び国際的秩序に対する権利を有する。 

 

（社会に対する義務） 

第２９条 １ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ

可能である社会に対して義務を負う。 

２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自

由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の

秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によ

って定められた制限にのみ服する。 

３ これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反し

て行使してはならない。 

 

（権利と自由に対する破壊的活動） 

第３０条 この宣言のいかなる規定も、いずれの国、集団又は個人に対して、この宣

言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目

的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 
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